
令和 2年度上半期
（令和 2年 4月 1日～令和 2年 9月 30 日）

幸手市の家計簿

問合せ　一般会計・特別会計　財 政 課☎ (43)1111 内線 253・ (43)3783
　　　　水 道 事 業 会 計　水道管理課☎ (48)0050・ (48)0120
　　　　公共下水道事業会計　下 水 道 課☎ (47)3340・ (48)0120

収入済額 (収入率） 支出済額（支出率）

一般会計 予算現額　225 億 9,844 万円 市の人口　50,389 人（令和 2年 9月 30 日現在）

収入 支出

収入済額　140 億 6,139 万円（62.2%) 支出済額　119 億 2,731 万円（52.8%）
市民一人あたりの市税負担額　75,714 円 市民一人あたりに使ったお金　236,705 円

特別会計

企業会計

特別会計とは、特定の収入を特定の目的に使う場合など、一般会計と経理を区分するために設置している
会計のことです。

企業会計とは、特別会計のうち地方公営企業法の適用を受け、料金収入などでサービスを行う、企業的性
格の強い会計のことです。

予算現額 予算現額

繰越金
令和元年度決算による令和2年
度予算への繰越金

7億 309 万円
（100.0％）

7億309万円

市債 　　　10億1,380万円
市が借り入れるお金

0万円
（0.0％）

国・県からの交付金
36億4,709万円

国・県が徴収した税などの中か
ら市が交付を受ける地方交付税
など

23 億 9,192 万円
（65.6％）

市税 　　　66億2,608万円
市民税、固定資産税など、みな
さんに納めていただく税金

38 億 1,514 万円
（57.6％）

国・県からの補助金
95億6,813万円

国・県から市が交付を受ける補
助金・負担金など

65 億 3,618 万円
（68.3％）

土木費 　　14億3,223万円
道路や橋、公園などの整備・維
持管理に使うお金

8億 233 万円
（56.0％）

衛生費
各種検診・予防接種、ごみ・し
尿処理などに使うお金

14億3,823万円 4億 7,912 万円
（33.3％）

教育費
小・中学校､生涯学習､スポーツ
振興などに使うお金

　22億6,033万円 7億 2,405 万円
（32.0％）

69億1,677万円総務費
広報・広聴、企画、市税の徴収
などに使うお金

58 億 2,217 万円
（84.2％）

そのほか 24億1,879万円
消防費（消防、救急、防災・災
害対策）など

8億 3,804 万円
（34.6％）

民生費 　　68億8,839万円
子育て支援や、障がい者・高齢
者などの福祉に使うお金

26 億 5,670 万円
（38.6％）

6億 490 万円
（48.6％）

公債費 　　12億4,370万円
市債（市が借り入れたお金）の
返済に使うお金

そのほか 6 億 1,506 万円
（59.1％）

10億4,025万円
使用料、手数料など

毎年 2回、予算の執行状況を公表

支出済額 支出率
27 億 9,074 万円 48.4%
1 億 7,150 万円 24.5%
14 億 9,149 万円 36.7%

1,177 万円 30.2%
1 億 3,533 万円 26.6%

会計名 予算現額
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 57 億 6,916 万円
後期高齢者医療特別会計 7億 137 万円
介 護 保 険 特 別 会 計 40 億 6,915 万円
農業集落排水事業特別会計 3,903 万円
幸手駅西口土地区画整理事業特別会計 5 億 840 万円

区分 収入
予算現額 収入済額 収入率

水道事業会計 収益的収支 11 億 2,794 万円 5億 3,714 万円 47.6%
資本的収支 7,561 万円 3,184 万円 42.1%

公 共 下 水 道
事 業 会 計

収益的収支 7億 1,086 万円 4億 4,167 万円 62.1%
資本的収支 4億 9,679 万円 2億 7,309 万円 55.0%

※資本的収支の収入と支出の差額は、内部留保資金により補てんされます。

支出
予算現額 支出済額 支出率

11 億 632 万円 4億 6,072 万円 41.6%
5 億 4,390 万円 1億 3,239 万円 24.3%
7 億 2,134 万円 3億 192 万円 41.9%
5 億 5,034 万円 1億 6,538 万円 30.1%

収入済額 収入率
29 億 1,833 万円 50.6%
2 億 5,965 万円 37.0%

17 億 3,145 万円 42.6%
3,310 万円 84.8%

2 億 7,492 万円 54.1%
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幸手市役所　　 　 　　　　　　　(43)1111
天神の湯（ウェルス幸手内）　　　  (42)8435
桜泉園     （48)0331・ (48)2226 ごみ収集

し尿

直接持込

中央公民館・東公民館・西公民館・南公民館・
北公民館（各地区市民センター含む）
　　　　　中央公民館☎（42）5156・（42）5800
郷土資料館　　　　　　　　　・ (47)2521
図書館本館　　　　　(42)0169・ (44)0536
図書館香日向分館　　　　　　・ (42)8877
アスカル幸手　　　　(48)0048・ (48)2828
ひばりヶ丘球場　　　(48)2250・ (48)0865
総合公園陸上グラウンド（トラックのみ）

ひばりヶ丘球場(48)2250 
総合公園テニスコート
上吉羽中央公園テニスコート

海洋センター(48)0220
神扇グラウンド　　ひばりヶ丘球場(48)2250
千塚西公園（テニスコート・球場）
                             ・(48)1169

神扇公園テニスコート　　 　　・（48)1169
海洋センター 　 　　 　(48)0220・（48)5178
武道館　　　　　　　　　　　・ (43)0190
市営釣場神扇池　　　　　　　・ (48)2604
デマンド交通　 市民協働課(43)1111内線173
コミュニティセンター (43)9390・ (43)9391
勤労福祉会館　　　 　　　　・ (43)6455
幸手市ふるさとハローワーク    ☎（43)8609
児童館　　　　　　       ・ (43)5521
老人福祉センター　　     ・ (47)1126
東地域包括支援センター　     　☎（53)6151
西地域包括支援センター　      　☎（40)3443

メモリアルトネ　　　　          ☎（65)8234

水道のトラブル
水道管理課☎（48）0050・（48）0120

　年末年始は、ごみ量の増加が見込まれ
るため、ルートを変更して回収する場
合があります。決められた集積所に午前
8時 30 分までに出してください。

12 月 31 日は、お通夜はできませんが午後 5時まで業務を行います。
1月 1日・2日は、午前 8時 30 分から午後 5時まで予約申込みは可能です。

12 月 29 日～ 1 月 3 日の鍵の開閉および使用料の領収は、指定管理者パー
クマネジメント 3が行います。事前予約の上、直接現地へお越しください。

出生届や死亡届など急を要するものは日直室で受付

1月 5日～ 9日の予約については、4日から受け付けます。

緊急の水道トラブルについては、市ホームページ「水道指定給水装置工事事業者」で検索し、工事事業者に修理を依頼
してください。修理費用は自己負担になります。

※ 1月 4日（月）以降は通常通りになります。

＝ お休み（下記以外の施設については市役所と同じ）

年末年始の業務案内

12 月 31 日から冬期休場

12 月 28 日（月）図書館本館は午前 9時から午後 5時まで開館。
休館中はブックポストへの返却ができます。ただし、CD・紙芝居は
破損の恐れがあるためご遠慮ください。

中央公民館は空調機器工事のため、1月から屋内施設の利用を休止します。


